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一、 裁判体制改革試行の背景 

 

１. 知的財産権訴訟裁判体制の現状 

 

 中国現行の司法裁判体制及び、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法の三大訴訟法

の規定に基づいて、人民法院が知的財産権事件を審理する際に、刑事事件、民事事件

及び行政事件に分類して、それぞれ刑事、民事、行政裁判廷で審理する。各種の事件

の級別管轄について、中国の刑事訴訟法には、知的財産権犯罪を含む普通刑事事件の

一審は基層人民法院の管轄となると規定されている。中国の民事訴訟法と「最高人民

法院専利紛争事件審理の法律適用問題に関する若干規定」（司法解釈（2001）21 号）

には、知的財産権をめぐる紛争事件の一審は中級人民法院の管轄になるという原則が

規定され、ごく少数の基層人民法院のみが普通の知的財産権をめぐる紛争事件の裁判

を行うことができる。また、中国の行政訴訟法と「最高人民法院が専利及び商標等の

授権・権利確認類の知的財産権行政事件の審理分掌に関する規定」（法発〔2009〕39

号）には専利、商標等の授権・権利確認類の知的財産権行政の一審は北京市の関係中

級人民法院の管轄となることが規定されている。 

 

２. 知的財産権訴訟裁判体制に存在する問題 

 

（１）裁判手続き設計上に存在する問題。 

民事訴訟手続と行政訴訟手続の接続には、不都合を生じる。具体的には、中

国専利法第 60 条と中国商標法第 53 条の規定によれば、権利者または利害関係

者は権利侵害紛争について、人民法院に訴訟を提起することができ、または行

政機関（専利管理業務部門、商工業行政管理部門）に処理を求めることもでき

る。行政機関に権利侵害紛争の処理を求める場合、行政機関は権利侵害を認定

することはできるが、損害賠償に対する裁定を下すことはできない。当事者が

行政決定に対して不服がある場合、行政訴訟を提起することができ、損害賠償

を主張する場合、改めて人民法院に民事訴訟を提起しなければならない。この

ような現行制度の設計は客観上、同一の法律関係が異なる機関により、異なる

手続きを経て処理されることになってしまい、司法資源の浪費であり、判決の

抵触も招きかねない。また、専利権無効の審決または商標権評審決定に不服が



                                                   

2   中国司法制度における知的財産権分野の「三審合一」に関する調査報告書   

あって、行政訴訟を提起する場合、通常当該訴訟は利害関係者の一方が提起し、

形式上は専利複審委員会、商標評審委員会を被告としているが、しかし実際の

訴訟過程では、上記両委員会はただ一方の利害関係者の主張を繰り返すだけで

ある。法院はこのような具体的な行政行為に対して、通常は取消を行い、差し

戻して再審させることしかできず、直接それを変更することはできない。両委

員会が再び判決を出した後、当事者は依然として不服であり、再び訴訟を提起

する可能性があり、これにより訴訟は循環に陥ってしまう。さらに、民事手続

きと行政手続の重複も、民事訴訟周期の長期化をもたらして、権利者の権利が

十分に保護されないという事態を招く。 

 

民事手続きと刑事手続きの接続には、不都合が生じる。具体的には、犯罪の

疑いのある知的財産権権利侵害事件に関して、中国では伝統的な「刑事裁判を

先に行い、そして民事裁判を行う」という原則で処理している。そのため、同

一の権利侵害事実に基づく同一の権利侵害事件は、異なる法院の異なる合議廷

によって、異なる訴訟手続で審理されるため、矛盾した判決が下される可能性

は免れない。たとえば、刑事裁判手続で犯罪として認定された事件が、民事裁

判手続では権利侵害が成立しないと認定される。また、このような事件に対し

て「刑事裁判を先に行い、そして民事裁判を行う」という原則で審理する場合、

公安機関が刑事事件に関して立案した後、進行している民事裁判手続は中止さ

れるため、事件の解決は長期に遅延されることになる。  

 

（２）裁判基準不一致の問題 

中国の民事訴訟法と「最高人民法院専利紛争事件審理の法律適用問題に関す

る若干規定」（司法解釈（2001）21 号）、及び「商標事件審理の関連管轄と法

律適用範囲問題に関する解釈」（ 司法解釈〔2002〕1 号）には、知的財産権を

めぐる民事紛争事件は全国の各大都市および沿海開放都市における管轄権の

ある 50 カ所近くの人民法院によって審理されると規定している。各地の経済

発展はアンバランスで、地域間の違いも大きいため、各地で審理される知的財

産権事件数の違いによって、司法官の裁判経験に差が開くだけではなく、経済

発展レベルの違いが、損害賠償認定の際の基準の不一致を招く。 
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（３）司法資源の浪費と訴訟効率の低下 

一つの知的財産権事件が、同時に刑事、民事と行政訴訟に係る場合、それぞ

れ民事裁判廷、刑事裁判廷と行政裁判廷によって審理されるという体制は、必

然的に訴訟手続の消耗を引き起こし、異なる部門が権利侵害行為、社会危害性

及び法律責任の大きさに対する認定過程において、同一の事実と同一の法律問

題に対して繰り返し審査を行うので、司法資源の浪費と訴訟効率の低下をもた

らす。 

 

３. 社会経済体制の転換に伴い、紛争事件は近年来急激に増加 

 

中国社会は経済体制の転換期にあり、市場経済秩序は定着化の過程にあり，経済の

発展方式の転換、イノベーション型国家の構築に注力する必要がある。このような背

景では、知的財産権をめぐる紛争事件の数は年々増加し、その類型も日々複雑になっ

ている。知的財産権にめぐる紛争事件の多くは往々にして民事の権利侵害、行政紛争

と刑事犯罪などの問題を伴っている。 
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2001～2008 年知的財産権民事事件の増加状況 

 

 

出所:FICPI China(Shenzhen)Symposium 2009､Judicial Protection of Patents in  

China by HE Zhonglin of IPR Division,Supreme People’s Court,PRC. 
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2009 年知的財産権事件の受理及び審理の状況 

 

最高人民法院による国際金融危機時期の知的財産権司法保護シンポジウムの最新

のデータに基づいて、全国の地方法院による去年（2009 年）知的財産権事件の受理・

審理状況は次の通りである。 

（http://www.chinaiprlaw.cn/file/2010022616470.html） 

 

知的財産権の一審民事事件受理数 

知的財産権の一審民事事件審結数 

30626 件 

30509 件 

↑ 25.49% 

↑ 29.73% 

知的財産権の二審民事事件受理数 

知的財産権の二審民事事件審結数 

5340 件  

5492 件  

↑ 12.21% 

↑ 16.88% 

知的財産権の再審民事事件受理数 

知的財産権の再審民事事件審結数 

100 件 

107 件 

↓ 1.96% 

↑ 50.7% 

知的財産権侵害をめぐる刑事事件審結数 

そのうち、判決が確定される事件数 

有罪判決の件数 

3660 件 

5836 件 

5832 件 

↑ 10.04% 

↑  8.31% 

↑  8.28% 

知的財産権の一審行政事件受理数 

知的財産権の一審行政事件審結数 

2072 件 

1971 件 

↑ 92.92% 

↑ 90.99% 
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二、 「三審合一」の裁判モデル 

 

民事、刑事、行政を異なる審制廷で審理する「三審分立」という裁判体制の弊害を

徹底的に克服し、知的財産権裁判の全体効果を十分に引き出し、知的財産権司法の保

護水準を高めるため、最高人民法院による支持及び指導の下で、北京、上海、関東、

福建、西安など各地で相次いでそれぞれ特色のある知的財産権審理モデルの模索が始

まった。 

 
（一） 概念 

 

いわゆる「三審合一」の裁判モデルは、「知的財産権事件の民事、刑事、行政三審

合一」の略称であり、完全な意味から言えば、人民法院が専門の知的財産権裁判廷を

設立し、中国の民事訴訟法、行政訴訟法、刑事訴訟法に規定する訴訟手続に基づいて、

管轄地域内の各種の知的財産権民事事件、行政事件、刑事事件を一括して審理する制

度である。 

 
（二） 「三審合一」裁判モデルの模索経緯 

 

「 三審合一」の考え方は、裁判官の裁判経験を総括すること及び先進国における専

門の知的財産権法院に対する思考から由来する。長い期間の検討を経て、1996 年に

上海浦東法院は、知的財産権裁判廷で集中的に知的財産権の民事事件、行政事件、刑

事事件を審理することを模索し始め、人民法院システムによって「三審合一」を実践

する序幕を開いた。2005 年、最高人民法院は「知的財産権司法保護構造に関する調

査研究」を確定し、正式に「三審合一」を調査研究計画に組み入れた。2007 年、最

高人民法院は明確に、裁判体制と業務メカニズムの探求と整備をさらに進め、知的財

産権事件の特徴に適する裁判体制を創立することを提起した。 
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１、中国の知的財産権の創造、運用、保護と管理能力を高め、イノベーション型国

家を構築し、小康社会を全面的に建設するという目標を実現するため、国務院は

2008 年６月に「国家知的財産権戦略綱要」を公布し、戦略的措置のひとつとし

て、知的財産権の司法水準を高めることを提起している。この戦略を実現するた

め、人民法院に対して「知的財産権をめぐる民事・行政・刑事事件の受理を統括

して行う知的財産権専門廷の設置を検討する」ことを要求している。具体的な内

容は次の通りである。 

 

 

五、戦略措置、 

（四）知的財産権に関する法執行水準の向上。 

（45）知的財産権に関する裁判体制を整備し、裁判のための資源配置の最適

化を図り、救済手続きの簡潔化につなげる。知的財産権をめぐる民

事・行政・刑事事件の受理を統括して行う知的財産権専門廷の設置を

検討する。専利等技術性が比較的に高い事件の審理管轄権の適切な集

中化に関する問題を研究し、知的財産権の上訴法院の設置を検討す

る。知的財産権の裁判機構をいっそう健全化し、知的財産権の司法組

織を充実させ、裁判・執行能力を高める。 
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２、最高人民法院は、国家知的財産権戦略綱要の要求に基づき、人民法院における

知的財産権の司法保護業務実際の状況を踏まえ、さらに「最高人民法院の国家知

的財産権戦略の徹底実施における若干問題に関する意見」（以下「意見」 と略称）

を公布した。この「意見」には、「積極的に知的財産権の特徴に符合する裁判組

織モデルを模索し、知的財産の民事事件、行政事件、刑事事件の受理を統括する

専門の知的財産廷の設置を検討する」と提起している。具体的な内容は以下であ

る： 

  

 

四、知的財産の裁判体制と業務メカニズムを整備し、裁判組織の配置を最適

化する。 

25．知的財産の特徴に符合した裁判組織モデルを積極的に模索する。 

「綱要」の要求によって、知的財産の民事事件、行政事件、刑事事件を

統一的に受理する専門の知的財産廷の設置を検討し、専利や商標などの

知的財産の授権、権利確認事件の審理分担の統一を出来るだけ早く進

め、知的財産の裁判組織の配置を最適化し、知的財産司法の統一化、高

効率化を実現する。ここ数年来の一部の地方人民法院が試験的に進め

る、一つの法廷による知的財産の民事事件、行政事件、刑事事件の統一

受理、合議廷の拡大または知的財産の民事裁判官の参与と知的財産の刑

事、行政事件裁判の探求作業の採用を真剣に総括し、深く調査、研究し、

試的、探求作業において発生した問題を真剣に解決し、調和と業務指導

の統一を強化し、穏当に更に推進する。 
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３、2009 年 3 月、最高人民法院は「人民法院第 3次五ヵ年改革綱要（2009-2013）」

（以下「綱要」と略称）を配布し、「 知的財産事件の受理を統括する綜合廷の設

置を模索する」ことを確定した。具体的な内容は次の通りである。 

 

  

二、2009-2013 年の人民法院司法改革の主要任務 

（一）人民法院の職権構成の最適化 

３、民事、行政裁判制度を改革、整備する。民事訴訟における証拠に関する

規則の整備をいっそう進める。軍事法院が軍内部における民事事件を受理す

る際の具体的な条件を明確化する。知的財産事件の特徴に符合する健全な裁

判体制及び業務メカニズムを確立し、直轄市や知的財産事件の比較的多い大

規模及び中規模の都市において、知的財産事件の受理を統括する綜合廷の設

置を模索する。行政訴訟法の改正作業を推進し、行政訴訟の裁判体制や管轄

制度の改革及び整備を促進する。民事、行政訴訟の簡易手続きを整備し、簡

易手続きを適用可能な事件の範囲を明確化し、簡易手続きによる審理の規則

を制定する。新型や、困難性、集団性や、敏感性を有する民事事件の裁判情

報をめぐるコミュニケーション、協調体制を確立し、裁判基準の統一を確保

する。 
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４、国家知識産権局は 2009 年 4 月 21 日に「2009 年中国知的財産権保護行動計画」

を公布し、その中で知的財産権の裁判業務の計画として、以下の点を明確にした。 

 

 
１. 全国の各級人民法院での知的財産権民事、行政、刑事事件を統一して受理

する専門の知的財産権廷設置についての探索と試験拠点の設置を積極的

に推進する。２. 北京市関連法院の知的財産権廷による専利と商標の授権、

使用権確認事件の統一受理に関する問題を研究し早急に解決を図る。
 

 

 
（三）「三審合一」の裁判モデルを試行している法院の名簿 

 

「 最高人民法院の国家知的財産権戦略の徹底実施における若干問題に関する意見 」

の実施を徹底するため、2009 年 4 月 24 日に行われた中国知的財産権ハイレベルフォ

ーラムにおいて、最高人民法院知的財産権廷の郃中林裁判長は講演で再度「知的財産

権をめぐる民事・行政・刑事事件の受理を統括して行う知的財産権専門廷の設置を検

討する」ことを特に強調し、さらに 40 ヶ所の「三審合一」試行法院の名簿（高等法

院 3ヶ所、中級法院 22 ヶ所、基層法院 15 ヶ所）を公表した。
 

（「中国知的財産権」（http://www.chinaipmagazine.com/）  

「三審合一：ボトムアップの知的財産権裁判モデル変革」）。具体的な試行法院の名

簿は次の通りである：
 

高級人民法院 3ヶ所：重慶市、江蘇省、福建省； 

中級人民法院 22 ヶ所：（三審合一）12 ヶ所：南京市、蘇州市、南通市、常州市、

東営市、武漢市、長沙市、西安市、昆明市、重慶市五中院、

チチハル市、西寧市 ； 

（二審合一）10 ヶ所：福建省における 9 の法院（厦漳泉）、

内モンゴル自治区フフホト市 

基層人民法院 15 ヶ所： 上海市浦東新区、黄浦区、楊浦区、盧湾区；広東省広州市

天河区、佛山市南海区、深セン市南山区；江蘇省南京市鼓

楼区、蘇州市昆山市、南通市通州市；山東省青島市南区；

湖北省武漢市江岸区；浙江省義烏市；天津市経済技術開発

区 ；重慶市渝中区 ； 
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三、 模索中の主要なモデル 

 

（一） 主要なモデル：浦東、福建、西安、武漢、重慶の五種類 

 

全国の範囲から見れば、「三審合一」のモデルは主に浦東モデル、福建モデル、西

安モデル、武漢モデル、重慶モデルがある。 

 
１. 浦東モデル 

 

１）概念 

浦東モデルとは、基層人民法院の知的財産権廷が知的財産権関係民事、行政、

刑事事件を一括して受理するという緊密型の「三審合一」モデルをいう。 

 

２）具体的な方法 

知的財産権関係民事、行政、刑事事件を一括して基層人民法院の専門裁判廷

の管轄に組み入れる。裁判官は異なる類型の裁判廷から選出する。 

 

３）発展の経緯 

1996 年 1 月 1 日、上海市高級人民法院から授権を受けて、浦東区基層人民

法院は知的財産権関係民事、行政、刑事事件の集中的な審理を始め、知的財産

権の「立体的」な司法保護体制を創立し、知的財産権司法保護の“浦東モデル”

を形成した。 

2008 年 8 月、上海市高級人民法院は全面的に知的財産権「三審合一」を配

置して実施し、上海は名実ともに「三審合一」を先に実行する先駆者となった。 

2008 年 11 月、上海市の人民法院は全面的に「三審合一」を実施した。 

浦東モデルは１０年の発展を通じて、全国に大きい影響を与え、広東省深セ

ン市南山、広州市天河、佛山市南海区基層人民法院、山東省青島市南区基層人

民法院は同モデルを採用している。 
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４）その特徴 

Ａ、異なる類型の事件の法律適用上の統一性が一層保証され、知的財産権行政及

び刑事裁判官の知的財産件関係の専門知識の不足を補い、集中的審理の専門

的優勢と規模効果を発揮して、実体と手続き上における司法裁判の公正性と

有効性を保証する。 

Ｂ、異なる訴訟手続間の接続上の障害のさらなる軽減、事件の審理周期の短縮、

裁判の効率の向上に役に立つ。 

Ｃ、知的財産権関係の専門的裁判力を集中し、民事侵害行為を効果的に抑止し、

行政機関の法律に基づいた行政執行と知的財産関係犯罪行為の取締りを保

証する。 

Ｄ、権利者の多重に救済を受ける権利の行使、合法的権益の全面的保護に役に立

つ。 

Ｅ、経験豊富で、専門知識に精通した知的財産権裁判官を一定規模育成するのに

役に立つ。 

Ｆ、司法資源を新たに統合し、知的財産権裁判の全体機能をいっそう引き出す。 

 

５）以下は広東の具体的な方法を例にして浦東モデルを説明する。 

 

   

 広東省高級人民法院が我が省の一部の基層人民法院において知的財産権

刑事、民事、行政「三審合一」の裁判体制の改革を実施する計画（試行）」

 

一、指導思想 

鄧小平理論及び「三つの代表」の重要思想を指導とし、「公正司法、一心

為民」の指導方針で確実に実施し、「中華人民共和国刑事訴訟法」、「中華人

民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」及び最高人民法院の

関連司法解釈に基づいて、知的財産権の裁判特徴を組み合わせ、知的財産

権の司法保護体制を改革、改善し、イノベーション型国家を建設するとい

う重大な戦略的任務に貢献する。 
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二、目的と任務 

知的財産権の刑事、民事、行政「三審合一」の裁判体制の改革を試行す

る法院は広州市天河区人民法院、深セン市南山区人民法院、仏山市南海区

人民法院(以下「天河区、南山区、南海区人民法院」と略称)。天河区、南山

区、南海区人民法院の知的財産権民事裁判廷を基に、新たに知的財産権廷

を構築し、知的財産権刑事、民事と行政事件を集中的に審理し、知的財産

権事件の司法裁判の基準の統一を確保し、知的財産権の司法保護の能力と

水準を高め、全国の法院の知的財産権裁判体制の改革のために経験を蓄積

する。 

 

三、機構の設置 

天河区、南山区、南海区人民法院は審理の分業、裁判人員の構造の最適

化、及び元の知的財産権民事廷に対する改革を通じて、専門の知的財産権

裁判廷を創立した。知的財産権刑事、民事、行政事件を一括して知的財産

権裁判廷に組み入れて裁判する。知的財産権廷はその他の業務廷とは平行

に並ぶ機関であり、外に対しては統一的に「知的財産権裁判廷」という名

前を使用する。 

 

四、人員配置 

（１）管理職の数。天河区、南山区、南海区法院基層法院の各業務廷の管理

職数の要件に基づき、実際の需要を踏まえ、関連の人事政策をもとに

執行する。 

（２）人員の構成と分担。知的財産権裁判廷には少なくとも一つの合議廷を

配置する。合議廷の構成員は比較的豊富な刑事、民事、行政裁判の経

験が豊富な裁判官によって構成する。合議廷の構成裁判官は各自の専

門分野、裁判の経歴等にもとづき、それぞれが知的財産権刑事、民事

及び行政事件の処理を担当することができる。それぞれの合議廷は少

なくとも 1 名の司法補助員（裁判官補佐または書記官）を配置しなく

てはならない。 
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五、事件受理の範囲 

知的財産権裁判においては以下の知的財産権事件の審理を担当する。 

（１）知的財産権民事事件。専利、植物新品種、集積回路の回路配置をめぐ

る紛争以外を除き、訴額が 200 万元に満たなく、事実が簡単で、社会

的影響が大きくない知的財産権民事事件。 

（２）知的財産権刑事事件。登録商標偽称罪、登録商標を偽称し商品を販売

する罪、違法に登録商標標識を製造する罪、違法に製造された登録商

標標識を違法に販売する罪、専利偽り罪、著作権侵害の罪、権利侵害

の複製品を販売する罪、商業秘密侵害の罪、知的財産権の侵害に関わ

る違法経営の罪及びその他の知的財産権を侵害する犯罪。 

（３）知的財産権行政事件。『中華人民共和国行政訴訟法』と最高人民法院

の関連司法解釈の規定に基づき、基層法院が受理する知的財産権行政

事件。 

 

六、裁判管理 

（１）一審の事件番号。知的財産権事件の事件番号を統一的に確定し、下記

のように記載する。年度+法院の略称+知+民/刑/行初字+第×号。 

（２）二審の事件番号は下記のように記載する。知的財産権民事事件の場合

は、年度+法院の略称+民三終字+第×号、行政訴訟事件の場合は、年

度+法院の略称+行知終字+第×号、刑事訴訟事件の場合は、年度+法院

の略称+刑二知終字+第×号。 

（３）手続についての事項。知的財産権刑事、民事、行政事件の審理におけ

る関連手続きについての事項は、知的財産権廷が立案廷及びその他の

関連部門と相談し、手続に基づいて行う。 

（４）事件の監督、管理。知的財産権刑事、民事、行政の「三審合一」の裁

判体制改革初期においては、知的財産権刑事、行政事件はまず関連の

裁判業務の規範に従い、それぞれのレベルにおいて刑事、行政裁判の

管理を担当する院長に対して報告して審査を行い、その後で知的財産

権裁判廷の管理を担当する院長に報告を行い審査及び批准を行う。 

（５）司法統計。最高人民法院の司法統計についての要求に基づき、知的財
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産権刑事、民事及び行政事件に対してそれぞれ統計を取るほかに、さ

らに知的財産事件の全体情況及び商標、専利、著作権、商業秘密等の

各種事件の情況についての統計も行う。 

（６）事件の記録。天河区、南山区、南海区人民法院は本方案に基づいて一

審知的財産権刑事、民事、行政事件の受理を行い、立案手続の処理を

終えてから七日以内に、起訴状（起訴書）の副本、立件審査、批准書

の複写を省法院民三廷に提出、報告する。 

 

七、コミュニケーションと協調 

（１）知的財産権廷が知的財産権刑事事件を審理する際は、検察機関、公安

機関との協調、協力関係を強化し、関連刑事訴訟手続との関連に注意

しなければならない。 

（２）知的財産権廷が知的財産権行政事件を審理する際は、関連の行政法執

行機関とのコミュニケーション及び連絡を強化し、知的財産権司法保

護及び行政保護に関する協調及び発展を促進しなければならない。 

（３）天河区、南山区、南海区人民法院は知的財産権廷と刑事、行政裁判廷

間のコミュニケーション及び協調メカニズムを確立し、速やかに関連

事件の手続の問題、法律適用など問題についてのコミュニケーション

及び協調を行い、事件の公正かつ高効率な審理を確保しなければなら

ない。知的財産権廷は積極的に刑事、行政裁判廷と裁判情報の交流を

行い、法執行標準の統一を確保する。 

 

八、研修学習 

 知的財産権廷は積極的に裁判官及びその他の作業人員による業務学習を

組織しなければならない。上級法院知的財産権廷が統一組織する研修以外

に、さらに刑事、行政裁判の専門研修に参加しなければならない。上級法

院は基層法院に対する業務指導及び研修を強化しなければならない。 

 

九、その他 

本方案は 2006 年 7月 1日より試行する。試行前に本院の知的財産権刑事、
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民事、行政事件管轄の分担に関する規定のうち、本方案と一致しない場合

については、本方案の規定する内容に従う。 

 
２. 福建モデル 

 

１）概念 

いわゆる福建モデルとは、知的財産権民事及び行政事件を一つの法廷で審理

し、刑事事件については刑事裁判廷が審理を行うというものを指す。同モデル

の最も代表的な法院は福建省高級人民法院である。 

 

２）具体的な方法 

知的財産権民事及び行政事件については同一レベルの法院の一つの専門裁判

廷が統一的に扱い、刑事事件については刑事裁判廷が審理を行う。民事訴訟と

行政訴訟の類似性を有する特徴を利用した、実質面では「二審合一」である。 

 

３）発展の経緯 

2002 年、福建省高級人民法院は民事裁判の大きな枠組みの確立の必要性に基

づき、裁判機構改革を行い、知的財産権廷を民三廷に改名し、知的財産権民事

及び行政事件の審理、及び各中級法院の機構設置を福建省高級人民法院が対応

するよう要求している。 

当面、専門的に知的財産権事件を審理する民三庭は、三つの中級法院を除き、

その他の中級法院のいずれにもすでに設置されている。このうち、福州市と泉

州市中級法院の民三廷は知的財産権民事事件と行政事件を同時に審理する権限

を有し、省と市という両レベルの法院による「二審合一」を実現した。 

 

４）その特徴 

Ａ、より強力で現実的な可操作性を備えている。刑事訴訟と民事訴訟、行政訴訟は

各方面での差異が比較的大きく、一方行政訴訟と民事訴訟は根本的に関係が深

く、相当程度の共通性を備えている。よって、民事事件と行政事件の審理を統

一して行うことは、民事事件、行政事件、刑事事件の三者の統一審理に比して、
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明かに難度が低く、高い可操作性を備えている。 

Ｂ、実際において比較的頻繁に発生する民事と行政の交差問題の解決に役立ち、司

法裁判の効率が高まる。知的財産権行政による授権と司法審査の分立が原因と

なり、知的財産権民事訴訟において頻繁に行政訴訟が入り混じり、二種類の手

続が重複して設定されるという事態が発生しており、これは司法効率の向上を

阻害している。同時に手続上における民事と行政事件の関係メカニズムを適切

に処理するのに役立つ。 

Ｃ．上下級の法院間で調和を図ることに有利である。福建モデルは、上から下の改

革で、全省で統一する機関設置を構築することにより、法院システムにおける

内部機関の設置上の相違による手続きの混乱を避けた。 

 
３. 西安モデル 

 

１）概念 

西安モデルとは、知的財産権民事事件は以前と相変わらず知的財産権裁判廷

で統一に審理されるが、知的財産権刑事及び行政事件は知的財産の民事裁判官

を引き入れて構成する臨時合議廷によって審理されるという「三審合一」のル

ース型モデルである。 

 

２）具体的な方法 

知的財産権関係事件を分けて審理するという体系の下で、一部の知的財産権

関係事件は、知的財産の民事裁判官と、刑事裁判官又は行政裁判官とが臨時に

連合して合議廷を構成する。 

 

３）発展の経緯 

2005 年全国知的財産権裁判工作フォーラムの趣旨を貫徹させるように、西安

市中級人民法院は、2006 年より知的財産権民事、行政、刑事事件を一括して裁

判する制度を実行し始め、知的財産権行政、刑事事件の裁判機関を改組すると

共に、知的財産権刑事事件を中級人民法院で統一的に審理するようにした。 
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４）その特徴 

Ａ、知的財産の裁判資源をある程度整えた。民事裁判官を行政、刑事裁判に引き入

れることにより、異なる専門の裁判官が自分なりの特徴を発揮でき、裁判にお

ける公正性を確保するとともに、司法資源の浪費を避けた。 

Ｂ、刑事事件を一括して中級法院で審理することにより、知的財産権民事、行政、

刑事事件に対する管轄の不一致によるデメリットを避けた。 

Ｃ、組織形式に融通性があり、知的財産の行政裁判官と刑事裁判官の独立性の確保

に有利である。行政裁判官と刑事裁判官は依然として行政裁判と刑事裁判いう

大きな環境にいるため、司法観念の即時更新、裁判情報のコミュニケーション

と了解及び関係政策、法律制度の勉強を確保でき、浦東モデルの下で行政、刑

事裁判官の「民事化」というデメリットを避けた。 

Ｄ、知的財産権刑事事件を一括して中級法院で審理することにより、公安機関、監

査機関など部門間のコミュニケーション及び協調に有利であり、知的財産権刑

事、民事事件の手続きの繋がりという問題を解決できる。 

 
４. 武漢モデル 

 

１）概念 

武漢モデルとは、管轄区域内にある基層人民法院で審理される知的財産権刑

事、行政の一審事件を一部の知的財産権民事事件の管轄権を持つ１つの基層人

民法院に集中し、知的財産権民事、行政、刑事の二審事件を一括して中級人民

法院の特別の裁判廷で審理するという立体的モデルである。 

 

２）発展の経緯 

2007 年 7 月、武漢市中級人民法院は検討した上で、他の法院が取った成果に

基づき、武漢市の実際の状況に合わせて、特徴のある知的財産権「三審合一」

という裁判モデルを探求し始めた。 

2008 年 3 月、武漢市検察院、知識産権局などからの支持のもとで、武漢市江

岸区基層人民法院知的財産権裁判廷が正式に創設された。 

2008 年 5 月 30 日、最高人民法院は、江岸区基礎人民法院で当管轄区域内に

ある一部の知的財産権民事事件を審理するよう指令を発表した。これで、知的
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財産の裁判制度の改革は、機関の配置と制度の協調を完了した。 

2008 年 6 月 19 日、江岸区基層人民法院は、原告である汪氏が被告である某

郵便局の著作権侵害を訴えた事件を正式に受理した。これは江岸区基層人民法

院が受理した最初の知的財産権民事事件である。これで、武漢市市人民法院の

知的財産の裁判制度の探求は全面的にスタートした。 

 

３）具体的な方法 

基層人民法院が管轄する事件については、江岸区基層人民法院で知的財産権

裁判廷を設立し、全市の基層人民法院が管轄する知的財産権行政及び刑事の一

審事件を集中的に受理し、江岸区基層人民法院において、知的財産権刑事、行

政、民事の一審事件を集中的に審理する。また、中級人民法院が管轄する事件、

即ち、知的財産権刑事、行政、民事の二審事件については、全て知的財産権裁

判廷で集中的に審理され、中級人民法院が管轄する知的財産権行政の一審事件

は、知的財産権裁判廷で集中的に審理されるようにした。 

 

武漢市中級人民法院知的財産権裁判廷は、従来の２つの合議廷の他、基層人

民法院の知的財産の裁判業務の指導と、知的財産権関係裁判官の養成訓練、及

び中級人民法院が管轄する知的財産権行政の一審事件、知的財産権民事、行政、

刑事の二審事件の審理を担当する合議廷を一つ新設した。 

 

具体的な改革措置： 

 

① 機関の設置 

基層人民法院を選ぶ際に、主に知的財産権刑事、行政事件の数量を考慮すべき

である。選定した基層人民法院では、全市の知的財産権刑事、行政、民事事件を

一括して審理する専門の裁判廷を新設し、当該専門の裁判廷は外に「知的財産権

法廷」と称することができる。市中級人民法院の知的財産権民事裁判廷を改組し、

専門の知的財産権裁判廷を成立し、管轄区域内にある知的財産権民事の一審事件、

知的財産権刑事、行政、民事の二審事件を一括して知的財産権裁判廷で審理する。

改組後の知的財産権裁判廷は、他の裁判廷と同じ機関レベルに属し、外に統一的
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に「知的財産権裁判廷」と称する。 

 

② 人員の配備 

基層人民法院知的財産権裁判廷には、経験に富んだ民事、刑事、行政の裁判官

から構成した合議廷を少なくとも一つ設けて、知的財産権刑事、行政事件を専ら

審理する。 

 

③ 受理事件の範囲 

Ａ、基層人民法院の受理事件の範囲 

知的財産権刑事事件は全市の知的財産権刑事の一審事件。 

知的財産権行政事件は全市の知的財産権行政事件の一審事件。 

Ｂ、中級法院の受理事件の範囲は変更しない。 

 

④ 裁判の管理 

Ａ、一審事件の事件番号 

知的財産権事件は次のように事件番号を統一に付す。即ち、（年度）×知＋

民/刑/初字第×号。 

二審事件の事件番号 

知的財産権事件は次のように事件番号を統一に付す。即ち、（年度）×知＋

刑/行終字第×号。 

Ｂ、合議廷の構成 

基層人民法院の合議廷は、民事裁判官 1 人、刑事裁判官 1 人、行政裁判官 1

人から構成し、その中、1 人は裁判長を務める。 

中級人民法院の知的財産権廷は、民事裁判官 1 人、刑事裁判官 1 人、行政

裁判官 1 人から構成する専門の二審の合議廷を成立し、その中、1 人は裁判

長を務める。 

Ｃ、事件の分担 

知的財産権事件は、統一的に、知的財産権裁判廷を専門に受け持つ院長が

責任を負い、刑事、行政裁判廷を専門に受け持つ院長が協力して管理する。 

Ｄ、公文書の審査許可 
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知的財産権民事事件は、知的財産権裁判廷を専門に受け持つ院長に審査を

経て許可されるよう報告し、知的財産権刑事、行政事件は、刑事、行政裁

判を専門に受け持つ院長に審査を経て許可されるよう報告し、その後に知

的財産権民事裁判廷を専門に受け持つ院長に審査を経て許可されるよう報

告する。 

Ｅ、養成訓練 

知的財産権裁判廷の裁判長は、知的財産権の裁判業務の養成訓練以外に、

行政と刑事の専門の裁判養成訓練に参加しなければならない。中級人民法

院知的財産権裁判廷は、基層人民法院知的財産権裁判廷の裁判官の養成と、

基層人民法院知的財産権裁判廷の裁判業務に対する直接指導とを担当すべ

きである。 

（以上は『武漢都市圏で自主創新体系における知的財産権の法律保護』、（著者：何

震、魏蘭、魏大海）による） 

 
５. 重慶モデル 

 

１）概念 

重慶モデルとは、高級、中級、基層という３級の法院が連携し、民事、刑事、

行政事件を一括して裁判し、裁判メカニズムの革新と、裁判機関の革新、及び

裁判管理の革新を有機的に結合する「三級連携、三審合一、三位一体」という

知的財産権の裁判管理モデルを言う。 

 

２）発展の経緯 

2008 年 11 月と 2009 年４月、渝中区基層人民法院と沙坪埧区基層人民法院の

知的財産権裁判廷が相次いで創設され、管轄区域内にある知的財産権民事、刑

事、行政事件を一括して審理し、且つその上級である中級人民法院知的財産権

裁判廷によって上訴事件を統一に審理することになっている。他の地区で一部

の人民法院が単独で試行するという局制制限を突破し、高級、中級、基層とい

う３級の法院の全体連携を実現すると共に、民事、刑事、行政事件の裁判が一

体になり、集中的に審理することによるメリットと総合的実力を十分に発揮し

た。 
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（二） 北京 

 

１. 北京の特殊性 

 

知的財産権行政事件は、簡単に、専利復審委員会と商標評審委員会が出した専利出

願と商標出願に対する拒絶査定を維持する旨の審決及び専利無効審査決定と商標争

議決定に不服がある事件、つまり、権利確定をめぐる事件と、当事者が商標局、専利

局が行った具体的な処分行為に不服がある事件との２種類に分けることができる。こ

れらの事件では当事者が権利そのものに異議を持っていない。中国行政訴訟法の規定

に基づいて、第１種類の権利確定をめぐる事件の行政被告は、国家工商行政管理総局

商標局評審委員会、知識産権局専利復審委員会及び国家版権権局であり、これら被告

としての行政機関は全て北京にあるため、このような行政事件は北京特有の知的財産

権行政事件である。また、前記の行政訴訟は往々にして前記行政事件の商標権、専利

権などの民事権利に基づく民事訴訟に伴って発生する。行政訴訟法の規定により、上

記の知的財産権行政事件は、行政廷によって審理されるべきであるが、民事訴訟法の

規定により、知的財産権民事事件は知的財産権裁判廷によって審理されることから、

行政訴訟手続きと民事訴訟手続きが交差してしまい、訴訟効率の低下や、司法の裁判

基準の不一致などの問題を起こしかねない。 

 
２. 北京の特殊性への対策 

 

最高人民法院は上述の問題を解決するために、このような事件の管轄についての司

法解釈（「最高人民法院の専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産権行

政事件の審理業務分担に関する規定」）を公布した（法発[2009]39 号）。具体的な内

容は次の通りである。 

 

「国家知的財産権戦略綱要」の貫徹と実行、知的財産権裁判体制の整備、司法標準

の統一の確保を目的として、専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産行

政事件の審理業務の分担について、次のように規定する。 

 

第一条 下記の一、二審事件は、北京市の関係中級人民法院、北京市高級人民法院

及び最高人民法院知的財産裁判廷で審理される。 
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（一）国務院専利行政部門専利復審委員会が出した審決及び専利無効決定に不服

がある事件； 

（二）国務院専利行政部門が出した専利実施の強制許諾の決定及び強制許諾実施

の際の使用料に関する審決に不服がある事件； 

（三）国務院工商行政管理部門商標評審委員会が出した商標審決及び裁定に不服

がある事件； 

（四）国務院知的財産行政部門が出した集積回路配置図設計に係る審決及び取消

しの審決に不服がある事件； 

（五）国務院知的財産行政部門が出した集積回路配置図設計の非自主的な使用許

諾の決定及び集積回路配置図設計の非自主的な使用許諾の報酬に関する

審決に不服がある事件； 

（六）国務院農業林業行政部門植物新品種復審委員会が出した植物新品種に係る

審決、無効決定、及び名称変更決定に不服がある事件； 

（七）国務院農業林業行政部門が出した植物新品種実施の強制許諾の決定、及び

強制許諾実施の際の植物新品種使用料に関する裁決に不服がある事件。 

 

第二条 当事者が、人民法院が第一条に列挙した事件について出した効力の発生し

ている審決又は裁決に不服があり、上級人民法院に対して再審理の申し出

を行う事件は、上級人民法院知的財産廷が再審査と審理を担当する。 

 

第三条 最高人民法院、北京市高級人民法院及び北京市関連する中級人民法院知的

財産廷が審理する上記の事件については、起案の際に統一的に「知行」と

いう字で番号を付す。 

 

第四条 本規定は 2009 年 7 月 1 日より施行され、最高人民法院が 2002 年 5 月 21

日に公布した「専利法、商標法改正後の専利、商標事件の分担問題に関す

る返答」（法〔2002〕117 号）を同時に廃止する。 
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上記の「最高人民法院の専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産行政

事件の審理業務分担に関する規定」を実施するために、北京市高級人民法院は 2009

年 7 月 6 日に北京市高級人民法院の「最高人民法院の専利、商標等の権利付与、権利

確定をめぐる知的財産行政事件の審理業務分担に関する規定」の実施に関する意見」

を公布し、同意見には、最高人民法院専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知

的財産権行政事件の審理業務分担に関する規定」（法発[2009]39号）に規定する専利、

商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産権行政事件の管轄について更に規定し、

詳しくは次の通りである。 

 

最高人民法院の「専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産権行政事件

の審理業務分担に関する規定」（法発[2009]39 号）に基づき、北京市の知的財産裁判

の実際の状況に合わせて、専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産権行

政事件の審理業務分担につき、具体的に実行意見を以下のように示す。 

 

第一条 下記の事件は、暫く北京市第一中級人民法院知的財産裁判廷で審理され

る。 

（一）国務院専利行政部門専利復審委員会が出した審決及び専利無効の決定に不

服がある事件； 

（二）国務院専利行政部門が出した専利実施の強制許諾の決定及び強制許諾実施

の際の使用料に関する裁決に不服がある事件； 

（三）国務院工商行政管理部門商標評審委員会が出した審決及び裁定に不服があ

る事件； 

（四）国務院知的財産行政部門が出した集積回路配置図設計に係る審決及び取消

しの決定に不服がある事件； 

（五）国務院知的財産行政部門が出した集積回路配置図設計の非自主的な使用許

諾の決定及び集積回路配置図設計の非自主的な使用許諾の報酬に関する

裁決に不服がある事件； 
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四、 「三審合一」の審判体制による変更 

 

１. 人民法院の裁判組織の変更 

 

前文に記載されている「三審合一」の概念及び主要なモデルから分かるように、今

回の「三審合一」という改革の目的は、知的財産権に関する訴訟の審理における判断

基準の統一と訴訟の効率の向上である。この目的を達成するために、各地方の人民法

院で様々な模索を行っているところである。今現在、各人民法院で模索中の主要なモ

デルによる変更点を纏めると、下表に示されるようになる。 

 

 一審 二審 

浦東モデル 
三審合一 

（基層人民法院のみ） 

三審分立 

（中級、高級裁判訴） 

福建モデル 民事と行政の二審合一 民事と行政の二審合一 

西安モデル 
臨時の三審合一 

（中級人民法院） 

三審分立 

（高級人民法院） 

武漢モデル 
三審合一 

（一つの基層人民法院に集中）

三審合一 

（中級人民法院） 

重慶モデル 
三審合一 

（基層、中級人民法院） 

三審合一 

（中級、高級人民法院） 

北京モデル 
部分的二審合一 

（中級人民法院） 

部分的二審合一 

（高級人民法院） 

 

浦東モデルでは、基層人民法院のみにおいて、知的財産権に関する民事事件、刑事

事件、行政事件を集中的に審理する知的財産権裁判廷を設立して、三種類の事件に対

して所謂「三審合一」の集中審理ができるようになった。一審は、所謂「三審合一」

の集中審理を採用しているが、二審は、まだ従来どおりに民事、刑事、行政のそれぞ

れの法廷で管轄されることになっている。 
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福建モデルでは、知的財産権に関する刑事事件、民事事件、行政事件の「三審合一」

ではなく、民事事件と行政事件だけの集中審理、所謂「二審合一」が採用され、かつ

二審でも採用されている。 

 

西安モデルでは、知的財産権に関する刑事事件、民事事件と行政事件を集中的に審

理する専門の法廷を設立することがなく、従来どおり、知的財産権裁判廷は、知的財

産権に関する民事事件を審理することになるが、刑事裁判廷が知的財産権に関する刑

事事件を審理する際に、知的財産権裁判廷の民事裁判官を取り入れて、臨時の合議廷

を構成することになる。また、行政裁判廷が知的財産権に関する行政事件を審理する

場合にも、同様に知的財産権裁判廷の民事裁判官を取り入れて、臨時の合議廷を構成

することになる。大きな変更は、全ての知的財産権に関する刑事事件、民事事件と行

政事件の一審について、中級人民法院に管轄させることである。二審では、従来どお

り、三審分立を採用している。 

 

武漢モデルでは、基層人民法院が管轄する知的財産権行政及び刑事の一審事件を知

的財産権民事の一審事件の管轄権を有する一つの基層人民法院（江岸区基層人民法

院）に集中し、更に知的財産権刑事、行政、民事の二審事件を中級人民法院の知的財

産権裁判廷で集中的に審理される。このようにして、一審において「三審合一」が採

用され、二審においても「三審合一」が採用されているので、完全な立体の「三審合

一」になっていると言える。 

 

重慶モデルでは、知的財産権に関する刑事事件、民事事件と行政事件の一審と二審

に対して、完全な「三審合一」を採用している。 

 

北京は、事実的に、地方の人民法院で行っている「三審合一」の模索を行っていな

い。『最高人民法院の専利、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産権行政事

件の審理業務分担に関する規定』（法発[2009]39 号）に規定されているように、知的

財産権に関する行政事件について、北京の中級人民法院または高級人民法院の知的財

産権廷が管轄し、ある意味では、一部分の事件については、民事事件と行政事件との

「二審合一」を実施していると言える。 
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２. 訴訟手続への影響 

 

 前文に記載されている所謂「三審合一」の模索の目的と模索中の各モデルから分か

るように、今回の「三審合一」は、人民法院が専門の知的財産権裁判廷を設立し、我

が国の民事、行政、刑事訴訟法に規定する訴訟手続に基づいて、管轄地域内の各種の

知的財産権民事、行政、刑事事件を一括して審理する制度についての試みである。従

って、具体的な事件の訴訟手続に対する影響はない。当事者としては、中国の民事訴

訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法に基づいて、「三審合一」の改革を実施している人民

法院に提訴する場合、専門の「三審合一」の法廷で審理されるが、このような改革を

行っていない人民法院に提訴する場合、従来どおり、対応する法廷で審理されること

になる。 
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五、 今後の知的財産権訴訟に与える影響の分析及び評価 

 

１. 判断基準の統一 

 

 

２. 訴訟効率の向上 

 

 元々別個の法廷で別々に審理される知的財産権に関する民事事件、刑事事件と行政

事件を専門の知的財産権裁判廷に集中し、又は臨時の知的財産権裁判廷で審理するこ

とによって、伝統的な「刑事裁判を先に行い、そして民事裁判を行う」という原則に

基づく場合における刑事事件の審理結果を待つことから、民事事件の審理が大幅に遅

延されるということをある程度で解消できる。また、訴訟審理の進行については、同

一の法廷内で調整しやすく、三種類の事件の審理をスムーズに行うことが出来るので、

訴訟効率の向上に有利である。 

 

３. 今後の課題 

 

 各地方の裁判所で模索している改革の現状から分かるように、所謂「三審合一」の

裁判体制の改革は、まだ一部の地方の一部の人民法院に限られ、また、一審を管轄す

る人民法院が「三審合一」の改革を行っているが、その上級審を管轄する人民法院が

必ず同様な改革を行っているわけではない。また、今現在各地方の人民法院で模索し
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ている改革は幾つかのモデルもあり、同一の改革の試行でもないのである。現在の状

況から見ると、次の課題がある。 

 

（１） 最終的に、全国で同一モデルの「三審合一」を採用するか、それとも各地方の

実情によって、異なるモデルを採用するか。一審を管轄する人民法院と二審を管

轄する人民法院は、同一モデルを採用するか。 

（２） 全国に及ぶ数多くの人民法院が知的財産権をめぐる訴訟を管轄する前提で裁

判体制の改革を行うか、あるいは、管轄権のある人民法院を更に限定するか。ま

た、全国唯一の知的財産権法院又はその上訴法院を設立するか。 

（３） 全国で各級の人民法院で全面的、効果的に裁判体制の改革を実現するためには、

現行の刑事、民事、行政訴訟法の改正が必要である。 
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